
浪江町町内飲食店食料品調達支援事業補助金交付要綱 

令和元年6月26日 

告示第18号 

(目的) 

第1条 この要綱は、町内の生活環境及び経済活動の早期回復に向けた取組を促進するた

め、町内飲食店に対し、取扱店から食料品を仕入れる経費の一部に予算の範囲内におい

て補助金を交付するため、浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則

第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

(定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 飲食店 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統

計基準として定められたものをいう。)項目表に掲げるもののうち、大分類M―宿泊

業、飲食サービス業に分類されるものであって、中分類76―飲食店及び中分類77―持

ち帰り・配達飲食サービス業に分類される業種の事業者をいう。ただし、風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定義す

る業種は除く。 

(2) 食料品 当該飲食店で提供されるメニューの材料として仕入れる食品であって、

飲料として提供されたもの、仕入れたまま調理を加えずに提供されたもの、菓子類、

購入時に値引きされて仕入れた食品及びこれらの条件に適合しているか明確に判別で

きない食品は除く。 

(3) 取扱店 浪江町内飲食店へ食料品を納入することができる事業者のうち、町長が

取扱店登録の認定をした者 

(取扱店の登録及び認定) 

第3条 取扱店として登録を希望する事業者は町長に取扱店登録申請書(様式第1号)を提出

することができる。 

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を精査して登録の可

否を決定するものとする。 

3 町長は、前項の規定により登録を認定した者に対して取扱店登録認定書(様式第2号)に

より通知するものとし、ホームページにて公表する。 

(補助の対象) 

第4条 補助対象者は、申請日現在浪江町内において事業を行う飲食店のうち、次の各号

全てに該当する者とする。 

(1) 営業に必要な食品衛生法(昭和22年法律第233号)に係る許可または届出があるこ

と。 

(2) 浪江町税を滞納していないこと。 

(3) 浪江町暴力団排除条例(平成26年浪江町条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力

団員、暴力団員等でないこと。 

2 補助対象経費は、補助対象者が補助対象期間内に第2条第3号に規定する取扱店から同

条第2号に規定する食料品を購入する経費とする。 



(補助対象期間) 

第5条 補助対象期間は、町内で事業を開始した日の翌月1日(交付申請年度以前に町内で

事業を開始した場合は交付申請年度の4月1日)から交付申請年度の2月末日までの範囲内

とする。 

(補助限度額、補助率等) 

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の3とし、月ごとに算出して千円未満の端数は

切り捨てる。 

2 補助金の補助限度額は、月額5万円とする。 

(補助金の交付申請) 

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象期間の開始日の属する月の末日ま

でに、交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければなら

ない。 

(1) 営業に必要な食品衛生法に係る許可書の写し又は届出書の写し 

(2) 提供メニュー表 

(3) その他町長が特に必要と認める書類 

2 前項に規定する期日を過ぎて申請があったときは、第5条に規定する補助対象期間の開

始日を交付申請日の属する月の初日とする。 

(補助金の交付決定) 

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助

金交付の可否を決定するものとする。 

2 規則第7条の規定による通知は、交付不交付決定通知書(様式第4号)による。 

(変更承認申請) 

第9条 前条第2項の規定により交付決定を受けた者は、交付申請内容を変更する場合又は

事業の中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を町長に提

出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付申請の内容と相違なく事業を行

ったにもかかわらず、同条に規定する交付決定をした補助対象経費の額と次条に規定す

る実績報告の額とが相違する場合においては、同条に規定する実績報告をもって変更承

認申請に代えることができる。 

2 前項に規定する様式第5号による申請があった場合において、町長がこれを適当と認め

るときは、当該申請をした者に対して、変更承認通知書(様式第6号)により通知するも

のとする。 

(実績報告) 

第10条 規則第13条の規定による実績報告は、四半期ごとに当該終了月の翌月14日(前条

第2項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理

してから30日以内)又は3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に次

に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、第1号の書類につい

ては、町が保有する情報を調査することについて申請者が同意する場合は省略すること

ができる。 

(1) 町税等の未納がないことの証明書(年度内2回目以降の実績報告時は省略可) 

(2) 食料品調達の伝票の写し 

(3) 営業実績カレンダー(任意様式) 



(4) その他町長が特に必要と認める書類 

(補助金額の確定) 

第11条 規則第14条の規定による通知は確定通知書(様式第8号)による。 

(補助金の請求及び支出) 

第12条 補助金の支出は補助事業の完了した後、前条の通知を受けた者の請求により行う

ものとする。 

2 前条の通知を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第9号)により、町長に請求するも

のとする。 

(補助金交付の取消し) 

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の

全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。 

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(補助金の返還) 

第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補

助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。 

(委任) 

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

附 則 

1 この要綱は、公布の日から施行する。 

(令和2年度における新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例) 

2 第5条第1項の規定にかかわらず、令和2年度に交付する補助金の額は、補助対象経費の

2分の1とする。 

(この要綱の失効等) 

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。 

3 前項の規定にかかわらず、第13条及び第14条の規定は令和9年3月31日後も、なおその

効力を有する。 

附 則(令和2年4月1日告示第53号) 

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則(令和2年6月1日告示第79号) 

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。 

附 則(令和4年3月14日告示第20号) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(令和8年3月19日告示第45号) 

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。 
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